
奈
良
県
告
示
第
二
百
十
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
の
で
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

名
称

生
琉
里
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二

区
域

奈
良
市
生
琉
里
町
の
市
道
東
部
第
五
八
号
線
と
市
道
東
部
第
六
一
号
線
と
の
交
点
を
起
点

と
し
、
同
所
か
ら
市
道
東
部
第
五
八
号
線
を
南
西
進
し
、
南
東
進
し
、
及
び
南
進
し
、
同
市

道
の
終
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
南
進
し
、
尾
根
に
至
り
、
同
尾
根
を
西
進
し
、
芳
山
か
ら
北

に
の
び
る
尾
根
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
尾
根
を
北
進
し
、
標
高
四
一
九
・
七
メ
ー
ト
ル
の
三

角
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
谷
沿
い
に
東
進
し
、
及
び
北
東
進
し
、
草
竹
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
業

株
式
会
社
奈
良
工
場
の
南
西
端
で
国
道
三
六
九
号
と
合
流
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
進
し
、

新
奈
良
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
沿
い
に
北
東
進
し
、
南
東
進
し
、

及
び
東
進
し
、
県
道
須
山
西
狭
川
線
と
市
道
東
部
第
五
〇
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
県
道
を
南
西
進
し
、
国
道
三
六
九
号
と
合
流
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
一
〇
〇
メ
ー
ト

ル
西
進
し
、
同
所
か
ら
農
道
を
南
西
進
し
、
ゴ
ル
フ
場
管
理
道
の
入
り
口
に
至
り
、
同
所
か

ら
新
奈
良
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
の
境
界
沿
い
に
西
進
し
、
及
び
北
進
し
、
起
点
の
真
東
の
地
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
西
進
し
て
起
点
に
至
る
一
円
の
区
域
（
別
紙
第
一
図
の
表
示
区
域
）

三

存
続
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一

名
称

デ
ィ
ア
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二

区
域

デ
ィ
ア
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
ゴ
ル
フ
場
の
敷
地
（
別
紙
第
二
図
の
表
示
区
域
）

三

存
続
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一

名
称

奈
良
柳
生
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二

区
域

奈
良
市
大
柳
生
町
の
主
要
地
方
道
天
理
加
茂
木
津
線
と
市
道
東
部
第
二
六
号
線
と
の
交
点

を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
、
市
道
東
部
第
一
六
四
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進
し
、
市
道
東
部
第
二
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
市
道
東
部
第
一
六
四
号
線
を
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
北
進
し
た
地
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市



道
を
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
北
西
進
し
、
農
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農
道
を
四
三
〇

メ
ー
ト
ル
北
西
進
し
、
市
道
東
部
第
一
一
〇
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

北
西
進
し
、
市
道
東
部
第
一
〇
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
九
〇
〇
メ

ー
ト
ル
北
東
進
し
、
農
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
農
道
を
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
東
北
東
進
し
、

市
道
東
部
第
一
〇
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し
、
市
道
東
部

第
一
六
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
南
東
進
し
、
市
道
阪
原
大
柳
生

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
、
同
市
道
の
終
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
農
道
を
四
八
〇
メ
ー
ト
ル
西
進
し
、
主
要
地
方
道
天
理
加
茂
木
津
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
主
要
地
方
道
を
北
西
進
し
て
起
点
に
至
る
一
円
の
区
域
（
別
紙
第
三
図
の
表
示

区
域
）

三

存
続
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一

名
称

宇
陀
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
ゴ
ル
フ
場
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二

区
域

宇
陀
市
榛
原
比
布
地
内
の
市
道
比
布
春
日
線
と
県
道
榛
原
菟
田
野
御
杖
線
と
の
交
点
を
起

点
と
し
、
同
所
か
ら
県
道
榛
原
菟
田
野
御
杖
線
を
南
東
進
し
、
市
道
塚
脇
母
里
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
、
市
道
塚
脇
垣
内
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
、
市
道
春
日
藤
井
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

西
進
し
、
市
道
春
日
野
依
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し
、
市
道
岩
室

小
附
本
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
春
日
野
依
線
を
二
四
〇
メ
ー
ト
ル
北
進
し
、

耕
作
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
耕
作
道
路
を
東
進
し
、
宇
陀
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

ゴ
ル
フ
場
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
宇
陀
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
ゴ
ル
フ
場
と
の
境
界
を

北
東
進
し
、
及
び
南
東
進
し
、
市
道
比
布
春
日
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

北
東
進
し
て
起
点
に
至
る
一
円
の
区
域
（
別
紙
第
四
図
の
表
示
区
域
）

三

存
続
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一

名
称

阿
騎
野
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
ゴ
ル
フ
場
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二

区
域

宇
陀
市
大
宇
陀
山
口
の
市
道
白
鳥
居
山
口
線
と
耕
作
道
路
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市

道
を
南
進
し
、
及
び
東
進
し
、
同
市
道
と
市
道
田
原
白
鳥
居
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
市
道
を
南
西
進
し
、
市
道
栗
野
田
原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西

進
し
、
及
び
南
西
進
し
、
国
道
三
七
〇
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
進
し
、



関
戸
峠
に
至
り
、
同
所
か
ら
阿
騎
野
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
ゴ
ル
フ
場
の
境
界
を
東
進
し
て
起
点
に

至
る
一
円
の
区
域
（
別
紙
第
五
図
の
表
示
区
域
）

三

存
続
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一

名
称

水
泥
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二

区
域

御
所
市
水
泥
の
谷
山
橋
を
起
点
に
朝
町
川
に
沿
っ
て
東
進
し
、
曽
我
川
と
の
合
流
点
に
達

し
、
同
所
水
泥
橋
か
ら
曽
我
川
に
沿
っ
て
南
進
し
、
Ｊ
Ｒ
和
歌
山
線
の
鉄
橋
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
Ｊ
Ｒ
和
歌
山
線
の
軌
道
に
沿
っ
て
南
進
し
、
曽
我
川
と
の
交
点
の
鉄
橋
に
至

り
、
同
所
か
ら
山
沿
い
に
西
進
し
、
た
め
池
の
上
部
に
至
り
、
同
所
か
ら
北
西
進
し
、
次
の

谷
の
た
め
池
の
上
部
に
至
り
、
同
所
か
ら
北
進
し
、
次
の
谷
の
た
め
池
の
上
部
に
至
り
、
同

所
か
ら
北
東
進
し
て
起
点
に
至
る
一
円
の
区
域
（
別
紙
第
六
図
の
表
示
区
域
）

三

存
続
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

一

名
称

新
田
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二

区
域

御
所
市
の
近
鉄
薬
水
駅
西
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
曽
我
川
を
起
点
と
し
、
近
鉄
吉
野
線
に
沿
っ

て
南
進
し
、
新
田
口
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道
五
條
高
取
線
に
沿
っ
て
南
進
し
、
通
称
一

本
松
に
至
り
、
同
所
か
ら
北
西
進
し
、
市
道
新
田
五
百
家
線
と
林
道
麦
谷
線
の
合
流
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
東
進
し
て
起
点
に
至
る
一
円
の
区
域
（
別
紙
第
七
図
の
表
示
区
域
）

三

存
続
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で



別紙第一図 生琉里特定猟具使用禁止区域（銃）



別紙第二図 ディアパークゴルフクラブ特定猟具使用禁止区域（銃）



別紙第三図 奈良柳生カントリークラブ特定猟具使用禁止区域（銃）



別紙第四図 宇陀カントリークラブゴルフ場特定猟具使用禁止区域（銃）



別紙第五図 阿騎野ゴルフ倶楽部ゴルフ場特定猟具使用禁止区域（銃）



別紙第六図 水泥特定猟具使用禁止区域（銃）



別紙第七図 新田特定猟具使用禁止区域（銃）
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